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 ３-１ 目指すまちの姿
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目指すまちの姿である「自転車に乗ってみたくなるまち」の実現に向け、次の四つの基本方針
を掲げ、各種施策に取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ３-２ 基本方針

シェアサイクルを活用したまちなか回遊を推進するとともに、茨
城県が推進するサイクルツーリズムの取組との連携を図ります。 

また、自転車の利便性・回遊性を生かして地域の魅力を再発見す
る機会を設けることにより、地域のにぎわいの創出を目指します。

自転車通行空間を計画的、継続的に整備することで、誰もが安
全で快適に自転車を利用できる環境の創出を図ります。 

また、モビリティの多様化を見据え、自転車通行空間の整備手
法の再検討を進めるとともに、様々なシェアリングサービスが利
用しやすい環境の創出を図ります。

歩行者、自転車利用者及び自動車利用者が互いの特性や交通ル
ールを理解し、尊重しあう意識を醸成する取組等により、自転車事
故のない安全・安心な環境の創出を図ります。 

また、災害時における市民の移動や輸送の手段として自転車の有
効活用を図ります。

サイクリングの普及により、市民の日常的な運動を促すととも
に、自転車通勤の促進に取り組み、定期的な運動による生活習慣病
の予防を図ることで、市民の健康寿命の延伸を目指します。 

また、公共交通や自転車等の移動手段の最適化を進め、自転車の
利用促進によるカーボンニュートラルへの貢献を図ります。

自転車安全利用５則
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基本方針ごとに目標を設け、目標達成のための施策を以下に整理します。 
 

 ３-３ 目標と施策

 

 

 

④ シェアサイクル事業の推進

⑤ 公共空間を活用した駐輪環境の整備

 

③ 自転車施設の案内表示や通行空間の情報提供

① 自転車ネットワーク計画に基づく整備の推進

② 自転車道･自転車専用通行帯の整備の検討

⑩ サイクリングマップの作成

⑪ スポーツと連携したまちなか回遊の推進

⑫ 自転車利用促進イベントの実施

⑬ サイクルツーリズムの推進

■目標 ■施策

 ⑨ 災害時の自転車の活用

自転車に対する 
安全意識の向上

⑥ 自転車利用者への安全教育の充実

⑧ 自転車損害賠償責任保険等の加入促進

⑦ 自動車ドライバーへの啓発の充実

 

 

⑰ イベント開催時における自転車利用の促進

⑯ 移動手段のベストミックス

⑮ 自転車通勤の促進

⑭ 自転車利用による健康管理
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目標の達成状況に関する成果指標を設定します。 
 

 

 

 

 ３-４ 成果指標

 指標１ 自転車通行空間における適切な走行割合（平均）
 

 指標２ 自転車通行空間整備済路線における自転車事故件数（人身事故のみ）
 

 指標３ シェアサイクル利用回数（累計）
 

 指標４ 通勤・通学時の自転車利用割合
 

 
目標 １ 自転車ネットワークの構築 

２ 気軽に自転車を利用できる環境づくり
３ 自転車に対する安全意識の向上 
８ 環境にやさしい都市の実現

 
目標 １ 自転車ネットワークの構築 

３ 自転車に対する安全意識の向上
４ 自転車による地域の安全性の向上 

 
目標 ２ 気軽に自転車を利用できる環境づくり 

５ 地域資源を生かした回遊性向上
６ サイクリングを楽しむ機会の創出 
８ 環境にやさしい都市の実現

 
目標 ２ 気軽に自転車を利用できる環境づくり 

６ サイクリングを楽しむ機会の創出
７ 自転車を生かした健康づくり 
８ 環境にやさしい都市の実現

90.0％82.5％

2024(令和６)年度 2030(令和 12)年度

80 万回
2030(令和 12)年度

０件

7.2 万回

2024(令和６)年度

11 件

2024(令和６)年度 2030(令和 12)年度

13.0％

2030(令和 12)年度

9.7％

2020(令和２)年度


